
   

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 58 条において読替えて準用する同法第 42 条第 1 項の規定に基づき、及び同項の規定を実

施するため、熊本県漁業調整規則（令和 2年熊本県規則第 51号）第 4条第 1項第 19号に規定するかご漁業（いかかご漁業）につ

き、熊本県漁業調整規則第 11条第 1項各号に掲げる事項に関する制限措置を次のように定める。 

 

令和 7年（2025年）5月 19日 

 

                                         熊本県知事 木村 敬 

 

１ 許可又は起業の認可をすべき船舶の数及び船舶の総トン数その他の制限措置 

漁業名称 漁業種類 操業区域 漁業時期 
船舶の総トン数 

及び推進機関の馬力数 

許可又は起業の認可

をすべき船舶の数 
漁業を営む者の資格 

かご漁業 
いかかご 

漁業 

別記のとおり 別記のとおり 

 

船舶の総トン数及び推進機

関の馬力数：定めなし 

（許可後は、許可証に記載さ

れた総トン数及び馬力数） 

3隻 

1 玉名市横島町に住所を有

する者 

2 熊本県の漁船登録を受け

た漁船の所有者又は使用者 

 

２ 許可又は起業の認可を申請すべき期間 

令和７年（2025年）5月 19日から令和 7年（2025年）6月 13日まで 

 

３ 備考 

（１）この公示に係る許可の有効期間は、令和 7年（2025年）7月 1日から令和 8年（2026年）6月 30日までとする。 

（２）この公示に係る許可又は起業の認可には、次に掲げる内容の条件を付する。 

  ア 免許を受けた漁業の操業を妨げてはならない。 

イ 同時に使用するかごの数は、800個を超えてはならない。 

（３）この公示に係る共同漁業権は令和 5年（2023年）9月 1日に免許されたものとする。 

 

 

 

 

 



   

別記 

操 業 区 域 漁 業 時 期 

有共第８号共同漁業権漁場内 
１２月１５日から 
翌年５月３１日まで 

以下の区域、ただし有共第２１号共同漁業権漁場以外の共
同漁業権漁場内は除く。 

１２月１５日から 
翌年４月５日まで 

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及びアを順次に結んだ線によって囲まれた区域、及び、ク、ケ、コ、サ、シ、ス、セ、ソ及び

クを順次に結んだ線によって囲まれた区域。 

基点１ 熊本県漁場基点有第５号（玉名郡長洲町新川港北側防波堤突端中央下部点から１．１５メートルのところ） 

基点２ 熊本県漁場基点有第６号（玉名市岱明町鍋と岱明町浜田との海岸堤防における境界） 

基点３ 熊本県漁場基点有第９号（玉名市大浜町と玉名市横島町との旧海岸堤防における境界（明辰川船溜堤防上の標柱）） 

ア 基点１と熊本市熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線から基点１を基点として右へ９３度２８分・１，８３１．５メートルのと

ころ 

イ 基点１と熊本市熊ノ岳（二ノ岳）山頂を見通した線から基点１を基点として右へ９３度２８分・２，６９２．６メートルのと

ころ 

ウ 基点２から真方位２４０度５０分３５．２秒・６，８６０．１メートルのところ 

エ 基点３から真方位２４５度７分４４．６秒・８，１６４．６メートルのところ 

オ 基点３から真方位２６０度５３分４５．３秒・４,５０１．０メートルのところ 

カ 基点２から真方位２０１度３１分２８秒・３，８００．２メートルのところ 

キ 基点２から真方位２２２度１６分５７．２秒・２，７６６．４メートルのところ 

ク 基点３から真方位２５８度２０分２１．１秒・４，３６４．９メートルのところ 

ケ 基点３から真方位２４３度３２分４８．２秒・８，０８５．４メートルのところ 

コ タから真方位２２８度４８分８．６秒・３，２２８．３メートルのところ 

サ 基点３から真方位２１５度３２分４５．３秒・８，５０１．２メートルのところ 

シ 基点３から真方位２１２度２０分１４．１秒・８，７０５．９メートルのところ 

ス 基点３から真方位１７９度３１分１８．７秒・５，３１８．５メートルのところ 

セ 基点３から真方位２０１度１１分９．２秒・４，１４０．４メートルのところ 

ソ 基点３から真方位２４５度４４分４１秒・３，９０９メートルのところ 

タ 基点３から真方位２２９度４分３３．６秒・４，７６８．３メートルのところ 


